
市報べっぷ ６2024.5掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

問　　NPO 法人 BEPPU PROJECT　☎２２ー３５６０

別府市は、令和６年４月１日に市制施行 100 周年を迎えました！

市 か ら の お 知 ら せ

市民の皆様が主体となって企画 ・ 実施する事業を募集し、 その費用

を補助します。 皆様からのご提案をお待ちしています。

▶ 募集期限 〜５月 15 日（水）17 時まで

▶ 対象期間　10 月１日（火）〜令和７年３月 31 日（月）

別府市制 100 周年記念事業 市民公募事業（後期）募集！別府市制 100 周年記念事業 市民公募事業（後期）募集！

「100 年後に残したい別府の風景」写真公募展 開催中「100 年後に残したい別府の風景」写真公募展 開催中

▶ 日程　５月６日（月・休）まで

▶ 場所　ＪＲ別府駅、ゆめタウン別府、TRANSIT、別府湾

        サービスエリア アルテジオ棟、市内郵便局（７か所）

問　 NPO 法人 BEPPU PROJECT　☎２２ー３５６０

木造住宅の耐震化補助制度のご案内木造住宅の耐震化補助制度のご案内

問　　大分県建築士事務所協会

　☎０９７ー５３７－７６００

「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね 1,000

ｍの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」

として指定されています。市内の一部の区域が注視区域として指定され、

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の

機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳細は

ホームページ、または下記までお問い合わせください。

注視区域 別府駐屯地を中心とした周囲おおむね

　　　　　1,000 ｍの区域

問　　内閣府重要土地等調査法コールセンター 

　　☎０５７０－００１－１２５（平日９時 30 分～ 17 時 30 分）

詳細はこちら▼

 内閣府からのお知らせ 内閣府からのお知らせ       

「赤・黄・青」３色の色分けを行い「津波」と表記し、外国

人や障がい者、土地勘のない観光客などにも伝わりやすくす

るため「やさしい日本語」と「避難目安の海抜」を新たに追

加しました。津波の到達が予想される場合には、青い海抜表

示板を目安に海抜 10 ｍ以上に逃げてください。

海抜表示板を更新しました！海抜表示板を更新しました！

◀２月下旬には津波災害

や海抜表示板の意味を理

解してもらうため、亀川

小学校、南小学校、別府

中央小学校の児童ととも

に張替を行いました。

①赤 津波ハザードエリア内

②黄 津波ハザードエリア外

     ～海抜 9.9 ｍ　

③青 海抜 10 ｍ～ 10.9 ｍ

① ② ③

問　　防災危機管理課　☎２１ー２２５５

▶ 日時　５月 22 日（水）11 時～　　▶ 場所　市内 11 か所のサイレンスピーカー

※放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス ☎０９７７－８５－７６９９まで　 問 防災危機管理課　☎２１－２２５５

全国瞬時警報システムの一斉情報伝達試験実施 試験放送ですので試験放送ですので
お間違いのないようお間違いのないよう

お願いします。お願いします。

市制 100 周年記念事業補助金市制 100 周年記念事業補助金

商店街の活性化に寄与し 100 周年を盛り上

げるイベントを実施する商店街などに補助金を交付します。

▶対象 商店街が主催・共催となるイベント等補助事業

▶補助率等 補助対象経費の 1/2 以内　

　上限 100 万円（予算の範囲内で先着順）

商店街の皆様へ 100 周年記念事業と併せて下記の

補助事業についてもご相談ください。

①商店街振興事業（例 :ホームページや販促チラシの制作など）

②商店街街路灯維持管理事業（商店街が管理してい

  る街路灯の電気料に対する補助）

　　　　　　　　　問　　産業政策課　☎２１ー１１３２

市制 100 周年

記念コーナー
連載 Vol.5

危険ブロック塀等除却費用の補助危険ブロック塀等除却費用の補助

▶ 募集期限　12 月 20 日（金）先着順　

耐震診断

▶ 対象　昭和 56 年５月 31 日以前に着工された二階 

　 建て以下の木造一戸建住宅　

▶ 所有者負担　原則 5,500 円（住宅の規模や条件に 

  より追加費用がかかる場合があります）

耐震改修工事

▶ 対象　耐震診断と同様の住宅（上記）で、耐震診

　 断の結果、評点が 1.0 未満のもの

▶ 補助金額　要した費用の３分の２、上限 100 万円

 　（条件により最大 120 万円）

耐震アドバイザー派遣（無料）

▶ 建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、相談

　 に応じます。

公道に面し、高さが１ｍ以上で、

ひび割れなどがあり、別府市内に所

有するコンクリートブロックなどの

除却を行う人に、除却費用の２分の

１（上限７万円）を補助します。

問　　都市計画課　☎２１－２５７０

詳細はこちら▼

問　　都市計画課　☎２１－１４８７

詳細はこちら▼

詳細はこちら▼
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■対象　市内に在住、在勤、在学している人で、おおむね 15 人以上の団体やグループ

■開催時間　平日 / 10 時～ 21 時（１時間 30 分程度）

　　　　　　土・日曜日・祝日（年末年始は除く）/ 10 時～ 17 時（※担当課と要調整）

■場所　市内の公共施設など（会場の借上料の負担、会場の手配、参加者などへの

　　　　周知・募集は申込団体で実施していただきます。）

■費用　派遣に伴う費用は市で対応します。

　　　　（材料費などがかかる場合は負担をお願いする場合があります。）

■申込方法　申込書に下表の希望テーマなどの必要事項を記入し、開催希望日の

　　　　　　２週間前までに自治連携課へ、FAX、郵送、またはインターネットでお申し込みください。

　　　　　　※申込書は自治連携課へお問い合わせください。

　　　　　　※申込後、担当課と日程調整をしていただきます。

■申込・問合先　〒８７４－８５１１　別府市上野口町１番 15 号　

　　　　　　　　別府市役所自治連携課　☎２１－１１２５　FAX ２１－６３９９

※苦情、要望、陳情をお伺いする場ではありませんので趣旨をご理解のうえ、お申し込みください。

　政治、宗教、営利を目的とする場合はお申し込みいただけません。

　「まちづくり出前ト－ク」 は、 市民の皆さんが下記の 「講座メニュ－」 の中から知りたいテ－マを選択し、 皆さんのと

ころに市の職員が出向き、 市の取組や市政の課題などをお話しするものです。

番号 テーマ 担当課

１－１
情報公開制度、
個人情報保護制度について

総務課

１－２ 市税の概要について
市民税課
資産税課

１－３ 別府市の財政について 財政課

１－４ まち・ひと・しごと創生について 政策企画課

１－５ 選挙のお話
行政委員会
総合事務局

２－１ 協働のまちづくりについて 自治連携課

３－１ 別府市の主要観光事業について 観光課

３－２ 新湯治・ウェルネスについて 新湯治・ウェ
ルネス推進室

４－１ 国民健康保険について

保険年金課
４－２ 国民年金について

４－３ 後期高齢者医療について

４－４
今こそ知ろう！わたしたちのまち
（医療費・保険料（税））

４－５
市民サービスの向上
（マイナンバーカード、

登録型本人通知制度など）

市民課

４－６ 障がいに対する理解の促進 障害福祉課

４－７
子育て支援の紹介①
（手当制度など）

子育て支援課４－８
子育て支援の紹介②
（子育て支援施設）

４－９
子育て支援の紹介③
（別府市ファミリー・サポート・センター事業）

４－ 10 高齢者福祉施策について

高齢者福祉課
４－ 11 介護保険制度について

４－ 12 成年後見制度について

４－ 13
「別府市これからノート～自分
らしく生きる～」について

４－ 14 健康づくり施策について 健康推進課

番号 テーマ 担当課

５－１ 別府の温泉について 温泉課

５－２ ごみの分け方、出し方について
生活環境課

５－３ リサイクルについて

５－４ 市道の維持管理について 都市整備課

５－５ 別府の水ができるまで
上下水道局総務課

５－６ 別府水道 100 年の歴史

５－７ 水道料金について
上下水道局営業課

５－８ 給水装置工事について

５－９ 水道施設の紹介 上下水道局工務課

５－ 10 公共下水道について 上下水道局下水道課

６－１ 別府市の都市計画について
都市計画課

６－２ 景観計画について

６－３ 市道の改良と長寿命化について 都市整備課

７－１
別府市内の文化活動・
国際交流活動について

文化国際課

８－１ 男女共同参画について

共生社会実現・部
落差別解消推進課

８－２「部落差別解消推進法」について

８－３ 人権教育について

８－４
学校教育の課題解決に向けた
取組について

学校教育課

８－５ 別府市の地域教育力の活性化に
ついて 社会教育課

８－６「別府学」別府の歴史について

９－１ わが家の防災対策 防災危機管理課

９－２ 火災予防について 消防本部

予防課９－３ 住宅用火災警報器の設置と維持管理

市の政策や事業などに

ついて、皆さんと意見交換

を行いながら、市民と行政

との協働によるまちづく

りの推進を目指します。

市ホームページから

　申込みできます▶

令和６年度令和６年度  まちづくり出前トークまちづくり出前トーク 講座メニュー 講座メニュー
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▼
対
象
者　

市
内
に
住
所
及
び
事
業

 
 

所
を
有
す
る
事
業
を
営
ん
で
い

 
 

な
い
個
人
で
新
た
に
事
業
を
開

　

始
す
る
人
、
ま
た
は
創
業
５
年

 
 

未
満
の
事
業
者

▼
補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２

以
内
で
審
査
会
に
お
い
て
決
定
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間　

①
５
月
１
日
㈬
～
６
月
28

日
㈮
、
②
８
月
１
日
㈭
～
９
月
30
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▼
補
助
対
象
期
間

　

申
請
日
か
ら
６
か
月
間

※
申
請
前
に
特
定
創
業
支
援
等
事

業
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
後
審
査
会
に
よ
り
補
助
金

交
付
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

※
詳
細
は
こ
ち
ら
▼

申

問　

産
業
政
策
課　

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
２

別
府
市
竹
細
工
利
用

促
進
事
業
補
助
金

伝
統
的
工
芸
品
「
別
府
竹
細
工
」

の
認
知
度
向
上
の
た
め
、
利
用
客
へ

の
お
も
て
な
し
に
使
用
す
る
竹
細

工
を
購
入
す
る
宿
泊
施
設
に
対
し
、

購
入
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

①
市
内
で
宿
泊
施
設
を

営
む
者
で
あ
る
こ
と
。
②
こ
れ
か
ら

取
り
組
む
事
業
で
、
令
和
６
年
度
中

に
事
業
及
び
支
払
が
完
了
す
る
こ

と
。
③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

▼
対
象
事
業　

市
内
の
事
業
者
な
ど
が
制

作
ま
た
は
加
工
し
た
竹
細
工
の
購
入

▼
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１

以
内
（
千
円
未
満
切
捨
て
）
上
限
50
万
円

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
は

終
了
し
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ

電
話
ま
た
は

　

こ
ち
ら
か
ら
▼

申

問　

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

別
府
市
竹
産
業
販
路

拡
大
及
び
開
拓
支
援

事
業
補
助
金

市
内
の
竹
産
業
に
お
い
て
生
産
す
る

製
品
の
販
路
拡
大
及
び
開
拓
の
た
め
の
事

業
を
実
施
す
る
小
規
模
事
業
者
に
対
し
、

必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

①
竹
産
業
（
製
竹
業
、

製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
等
竹

に
関
す
る
も
の
）
及
び
つ
げ
工
芸

に
携
わ
り
、
市
内
に
主
た
る
事
業

所
を
有
す
る
小
規
模
事
業
者
。
個

人
の
場
合
は
、
住
所
地
に
つ
い
て

も
市
内
に
有
す
る
こ
と
。
②
令
和

６
年
４
月
１
日
以
降
新
た
に
取
り

組
む
事
業
で
、
令
和
６
年
度
中
に

事
業
及
び
支
払
が
完
了
す
る
こ
と
。

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

※
小
規
模
事
業
者
と
は
、
常
時
使
用
す
る

従
業
員
数
が
20
人
（
商
業
ま
た
は
サ
ー

ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
場
合
は

５
人
）
以
下
の
会
社
及
び
個
人

▼
対
象
事
業　

製
品
販
路
拡
大
な

ど
の
た
め
に
、
①
国
内
ま
た
は
国

外
で
の
出
店
・
宣
伝
や
公
募
展

へ
の
出
品
を
行
う
事
業

②
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る
事
業

▼
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の

３
分
の
２
以
内
（
千
円
未
満
切
捨

て
）
上
限
10
～
30
万
円
（
事
業
内

容
に
よ
り
上
限
額
が
異
な
る
）

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
は

終
了
し
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ

電
話
ま
た
は

　

こ
ち
ら
か
ら
▼

申

問　

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

別
府
市
創
業
支
援
事

業
補
助
金

　

別
府
市
で
新
規
創
業
を
目
指
す

人
を
支
援
し
ま
す
。

▶ 登録要件

・本社（本店）、支社（支店）、事業所または工場が別府市内にあること

・各種法令に沿った生産・製造・販売を行っていることなど

▶ 返礼品の承認条件

　・別府市の魅力を発信できるもの

　・総務省の返礼品地場産品基準（※例）に合致するもの

　 ※例 別府市内で返礼品などの原材料の主要な部分が生

　　　   産されたものであること

　・返礼品などの製造、加工その他の工程のうち主要な部分を市内

　　で行うことで相応の付加価値が生じているものであることなど

・返礼品登録数は１事業者につき 10 商品以内

▶ 利用料

・無料 (返礼品の登録料、ふるさと納税ポータルサイト

    掲載料、配送料などは別府市負担です。)

　　ふるさと納税返礼品提供事業者（パートナー事業者）の登録

    については、下記へご連絡ください。

問　政策企画課　ふるさと創生係　☎２１－１１２２

湯のまち別府ふるさと応援寄附金湯のまち別府ふるさと応援寄附金
返礼品パートナー事業者募集返礼品パートナー事業者募集

詳細はこちら▼

登録事業者を
登録事業者を
随時募集随時募集
しています！
しています！

令
和
６
年
第
２
回

市
議
会
定
例
会　

会
期
日
程

　

６
月
７
日
㈮
～
25
日
㈫
の
19
日

間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　

議
会
事
務
局

　
　

☎
(21)
１
５
４
７

優
良
運
転
者
表
彰
の
申
請

▼
受
付
期
間

　

５
月
１
日
㈬
～
６
月
14
日
㈮

　

（
平
日
の
９
時
～
17
時
）

▼
必
要
書
類　

①
申
請
書
及
び
確

認
書
、
②
運
転
免
許
証
、
③

交
通
安
全
協
会
の
会
員
証
、

④
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
発
行
の
無
事
故
無
違
反

証
明
書
（
令
和
６
年
５
月
１

日
以
降
発
行
の
も
の
）

※
表
彰
種
別
は
10
・
15
・
20
・

30
・
40
・
50
年
の
６
段
階
で
す
。

※
申
請
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の

　

で
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

申

問　

交
通
安
全
協
会
別
府

　
　
　

支
部
（
別
府
警
察
署
内
）

　
　
　

☎
（25）
２
１
０
０

農
地
農
業
相
談

▼
日
時　

５
月
16
日
㈭

　
　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所　

市
役
所
４
階

農
業
委
員
会
室

▼
内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る
相
談
な
ど

▼
相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利　
　
　
　

　
　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
５
月
８
日
㈬
ま
で
に
電

話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８
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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は

１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
が
届
か

な
い
人
、
課
税
明
細
書
の
内
容
に

疑
問
の
あ
る
人
は
、
お
早
め
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
納
税
通
知
書
の
発
送
日

　

５
月
１
日
㈬

▼
納
期
限

※ 

全
期
分（
一
括
）の
納
付
の
場

合
は
、
期
別（
１
～
４
期
）の

納
付
書
を
ま
と
め
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

▼
納 

付
場
所　

納
税
通
知
書
に
記

載
し
て
い
る
各
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
（
ｐ

ａ
ｙ
ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ

な
ど
）
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

※ 

土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
や

家
屋
の
新
増
築
・
取
壊
し
、

住
所
変
更
な
ど
が
あ
る
場
合

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

資
産
税
課 

☎
（21）
１
１
２
０

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税

納
期
限
は
５
月
31
日
㈮

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）・
自

動
車
税
種
別
割
と
も
、
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
（
割
賦
販
売
の
場

合
は
使
用
者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ

ｙ
な
ど
）
や
地
方
税
お
支
払
い

サ
イ
ト
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
な
ど
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

納
税
通
知
書
の
発
送
予
定
日

▼
市
税　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　
　

  　

５
月
１
日
㈬

▼
県
税　

自
動
車
税
種
別
割　

　
　
　

  

４
月
30
日
㈫

問　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
　

　
　

に
つ
い
て

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
１
１
１
９

問　

自
動
車
税
種
別
割
に
つ
い
て

　
　

大
分
県
別
府
県
税
事
務
所

　
　

☎
（67）
８
２
１
１

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

減
免
は
５
月
31
日
㈮
ま
で

　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
、
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

① 

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お

持
ち
の
人
で
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
（
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

② 

車
い
す
移
動
車
な
ど
特
別
仕

様
で
あ
る
車
両
及
び
専
ら
身

体
な
ど
に
障
が
い
の
あ
る
人

が
運
転
す
る
た
め
に
、
運

転
・
制
御
装
置
な
ど
が
特
別

仕
様
で
あ
る
車
両
の
場
合

③ 

社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
所
有

す
る
車
両
で
、
当
該
法
人
な

ど
が
そ
の
活
動
に
直
接
専
用

す
る
場
合

申
請
に
必
要
な
も
の（
①
の
場
合
）

　

納
税
通
知
書
、
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
、
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

※ 

減
免
は
１
人
に
つ
き
普
通
車

ま
た
は
軽
自
動
車
（
原
付
を
含

む
）
の
い
ず
れ
か
１
台
で
す
。

※ 

障
が
い
の
あ
る
人
の
み
の
世

帯
の
人
の
た
め
に
、
常
時
介

護
す
る
人
が
運
転
す
る
場
合

は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）【
市
税
】

　

減
免
申
請
期
間　

　

５
月
１
日
㈬
～
31
日
㈮

　

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

※ 

期
間
内
に
申
請
が
な
い
場
合

は
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

申

問　

市
民
税
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
１
９

自
動
車
税
種
別
割
【
県
税
】

　

減
免
申
請
随
時
受
付

申

問　

大
分
県
別
府
県
税
事
務
所

　
　
　

☎
（67）
８
２
１
１

軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
口
座
振
替

新
規
の
申
込
み

　

振
替
を
ご
希
望
の
人
は
納
税
通

知
書
と
預
金
通
帳
、
通
帳
印
を
お

持
ち
の
う
え
、
預
金
口
座
の
あ
る

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
時
期
に
よ
っ
て
は
、
翌
年
度
か

ら
の
振
替
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

複
数
台
所
有
し
て
い
る
人

　

所
有
す
る
全
て
の
軽
自
動
車
の

税
が
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。
一
部
の

軽
自
動
車
だ
け
の
指
定
は
で
き
ま

せ
ん
。
口
座
振
替
申
込
み
後
、
新
た

に
取
得
し
た
軽
自
動
車
も
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
後
の
車
検
用
の
納
税
証
明

　

５
月
31
日
㈮
の
振
替
終
了

後
、
６
月
中
旬
に
車
検
用
の
納

税
証
明
書
を
発
送
し
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
直
後
に
車
検
が
あ
る
と
き

 

車
検
用
の
納
税
証
明
書
が
送
付
さ

れ
る
前
に
必
要
な
場
合
は
、
口
座

振
替
を
記
帳
し
た
通
帳
と
車
検
証

を
お
持
ち
に
な
り
、
市
民
税
課
ま

た
は
各
出
張
所
で
車
検
用
の
納
税

証
明
書
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
税
課　

☎
（21）
１
１
１
９

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税　

納
税
通
知
書
・
課
税

明
細
書
等
の
発
送

４
期
３
期
２
期
１
期

令
和
７
年
２
月
28
日
㈮

令
和
７
年
１
月
６
日
㈪

令
和
６
年
７
月
31
日
㈬

令
和
６
年
５
月
31
日
㈮

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

　

「
日
中
、
仕
事
で
納
付
に
行
け
な

い
」
な
ど
で
お
困
り
の
人
の
た
め
に
夜
間

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
保
険
税
・
保
険
料

の
納
付
や
納
付
相
談
、
加
入
や
脱
退
の
手

続
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
納
付

相
談
な
ど
も
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日
時　

５
月
15
日
㈬
、
30
日
㈭

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問 

保
険
年
金
課 

☎
（21）
１
１
４
８

定
額
減
税
に
つ
い
て

　　

令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
令
和
６
年
分
所
得
税
に
つ
い

て
定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

給
与
等
に
係
る
定
額
減
税
は
、
令

和
６
年
６
月
１
日
以
後
最
初
に
支
払
う

給
与
等
の
源
泉
徴
収
を
行
う
際
に
定
額

減
税
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
電
話
で
の
ご
質
問
は
、
専
用　

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
。

☎
０
５
７
０（
０
２
）４
５
６
２

※
別
府
税
務
署
で
、
給
与
支
払

　

者
向
け
の
説
明
会
（
要
事
前

　

予
約
）
を
実
施
し
ま
す
。

※
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム　

　

ペ
ー
ジ
へ
。

問 

別
府
税
務
署 

   

☎
（23）
２
１
１
１

▲こちらから
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事
業
継
続
支
援

相
談
窓
口

▼
日
時

①
５
月
13
日
㈪　

９
時
～
16
時　

②
５
月
27
日
㈪　

９
時
～
16
時

※
１
組
約
90
分
。
４
組
ま
で
。

▼
場
所　

別
府
商
工
会
議
所
３

　

階
特
設
ブ
ー
ス
（
中
央
町
）

▼
対
象　

【
法
人
】
本
社
が
別

府
市
に
あ
る
も
の

【
個
人
事
業
主
】
主
た
る
事
業
所
が

別
府
市
内
に
あ
る
も
の
、
ま
た
は
代

表
者
が
別
府
市
に
居
住
す
る
も
の

▼
相
談
員　

中
小
企
業
診
断
士

▼
持
ち
物　

会
社
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
決
算
書
・
申
告
書
な

ど
事
業
の
概
要
が
わ
か
る
も
の

▼
申
込
期
限

　

①
５
月
10
日
㈮　

17
時
ま
で

　

②
５
月
24
日
㈮　

17
時
ま
で　

※
完
全
予
約
制
で
す
。

▼
申
込
方
法　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
事
業
継
続
支
援

相
談
窓
口
」
か
ら
申
込
み
▼

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

み
で
き
な
い
事
業
者
に
つ
い

て
は
、
左
記
へ
電
話
で
申
込
み
。

問　

産
業
政
策
課　

    

☎
（21）
１
１
３
２

５
月　

日
は「
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
日
」

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
厚
生

労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
、
地
域

住
民
の
身
近
な
相
談
・
支
援
者
と

し
て
地
域
福
祉
の
推
進
に
努
め
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
ま
た
、
各

小
学
校
区
に
１
～
２
人
の
児
童
福

祉
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
に
関
わ

る
主
任
児
童
委
員
が
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
必
要
な
人

に
福
祉
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
そ
の
場
で
解
決
で
き
な
い
問
題

の
場
合
、
専
門
機
関
を
紹
介
し

て
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

・
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る

よ
う
に
、
皆
さ
ん
の
声
を
行

政
や
関
係
機
関
に
届
け
ま
す
。

※
福
祉
に
関
す
る
相
談
は
、
あ

な
た
の
町
の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
に
お
声
掛
け
を
。

問　

ひ
と
・
く
ら
し
支
援
課

　
　

☎
（21）
１
０
０
３

12

市 か ら の お 知 ら せ

住
宅
・
土
地
登
録

統
計
調
査
員

国
が
実
施
す
る
統
計
調
査
に
継

続
し
て
従
事
し
て
く
だ
さ
る
「
登

録
統
計
調
査
員
」
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象

20
歳
以
上
で
、
税
務
、
警
察
、

マイナンバーカードの受取り・申請サポート窓口

別府
市立

　カード受取り・申請サポート窓口（５月）
開設日 時間 場所

平日 ８時 30 分～ 17 時
市役所 GF
市民課

休日 11 日（土） ９時～ 12 時

夜間※29日(水）８時 30 分～ 19 時

カード受取・申請サポート　

　 市民課（市役所 GF 市民課申請サポート窓口）
　 ☎２１ー１１３５　平日８時 30 分～ 17 時

問

▶ マイナンバーカードの申請に必要なもの
　・二次元コード付き交付申請書または通知カード
　・本人確認書類（運転免許証など詳細はお問合せを）

▶ 健康保険証利用申請・公金受取口座の登録
　・マイナンバーカード
　・カード取得時に設定した４桁のパスワード（利用者証明用電子証明書暗証番号）
　・公金受取口座の登録は本人名義の通帳など、口座情報がわかるもの

※夜間のカード受取りは要予約

最新情報はこちら▼

　マイナンバー制度全般 (紛失・その他お問合せ )
  マイナンバー総合フリーダイヤル ☎０１２０－９５－０１７８
  ９時 30 分～ 20 時（土日祝は 17 時 30 分まで）
  ※紛失の場合は 24 時間・365 日対応

　市役所グランドフロア（GF）市民課に　市役所グランドフロア（GF）市民課に
　申請サポート窓口を設置しています。　申請サポート窓口を設置しています。

問

写真撮影
　無料！

マイナンバーカードを活用したマイナンバーカードを活用した

救急業務実証事業の案内救急業務実証事業の案内

マイナンバーカードと一体化した「マイ

ナ保険証」を活用し、オンラインで傷病

者の受診歴などを取得し、搬送先選定の

迅速化を目的とした試験運用です。

※市内で救急要請した傷病者を対象と

　します。

※試験運用では、傷病者本人の同意を

得てマイナ保険証をカードリー

ダーで読み取り、医療情報システ

ムにアクセスしますので、ご協力

をお願いします。

▶ 期間　９月初旬から

        （詳細時期は未定）

問　消防本部 警防課 救急救命係

　　☎２５－１１２４

市
営
温
泉
の
料
金
改
定

前
入
浴
料
回
数
券
・
市

民
入
浴
券
の
有
効
期
限

料
金
改
定
前
の
令
和
２
年
９
月

30
日
ま
で
に
購
入
さ
れ
た
入
浴
料

回
数
券
・
市
民
入
浴
券
の
有
効
期
限

は
令
和
７
年
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

有
効
期
限
経
過
後
の
使
用
や
料
金
の

払
い
戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

有
効
期
限
ま
で
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

問

温
泉
課

☎
(21)
１
１
２
９

選
挙
な
ど
に
直
接
関
係
の
な
い
人

▼
内
容　

世
帯
や
事
業
所
を
対
象

に
調
査
票
の
配
布
・
回
収
な
ど

※
報
酬
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
詳
細
は
電
話
で
左
記
へ
。

申
問　

政
策
企
画
課
統
計
係  

    

　

☎
(21)
１
２
５
４

祝
日
の
ご
み
収
集

５
月
３
日
㈮
㈷
・
６
日
㈪
㉁
は

対
象
地
区
の
ご
み
の
収
集
を
行
い

ま
す
。
８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら

れ
た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
ご

確
認
の
う
え
、
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※
５
月
３
日
㈮
㈷
「
も
や
さ
な
い

ご
み
」・「
缶
、
び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
」
の
収
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

問

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３
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別府市知的財産権取得促進事業補助金別府市知的財産権取得促進事業補助金

新たな製品及び技術の開発などによる企業の競争力強化を図るため、

市内中小企業者の知的財産権の取得に必要な費用の一部を補助します。

▶ 対象者　次の①～③の全てを満たすこと。

　① 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者

　　 （個人事業主を含む）

　② 市税に滞納がないこと

　③ 市内で引き続き１年以上同一事業を営んでいること。

▶ 対象経費　特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願

　に要する以下の経費

　※出願番号通知の発送日と補助対象経費の支払日がいず

　　れも令和６年度であるものに限る。

　・出願料　・電子化手数料　・弁理士に対する報酬　

　・登録料（３年分）※実用新案権のみ

▶ 補助率　補助対象経費の２分の１以内（千円未満切捨て）

▶  上限額 ①特許権、実用新案権の出願に係る経費　20 万円

　 ②意匠権、商標権のみの出願に係る経費　10 万円

※予算額に達し次第、受付は終了します。

※詳しくは市ホームページをご覧になるか下記へお問合せください。

問　産業政策課　☎２１－１１３２

▶ 令和６年度助成対象児童

　戸籍上第２子以降の３歳未満児（令和３年４月２日

以降に生まれた児童）で、保護者が就労、出産、病気、

家族の看護、就学などの理由で家庭での保育が困難な

ため認可外保育施設を利用している児童。

▶ 助成対象期間及び助成対象経費（令和６年度分）

　令和６年４月分～令和７年３月分の保育料及び給食費

　※上限：月額 35,000 円

▶ 申請手続・助成までの流れ

①「別府市にこにこ保育支援事業助成対象者確認届」に

　在園証明書と保育ができないことを証明する書類（就

　労証明書など）を添えて市に提出。

②市が①を審査後、助成対象確認通知を送付。

③支払った保育料などの領収書を添えて、市に助成金の

　交付申請書兼請求書を提出。

④市が③を審査後、交付決定通知を送付し、指定された

　口座に助成金を振り込み。

※昨年度から継続して申請される人や４月新入園の人は、

　５月中を目途に手続してください。

※６月以降も随時受付しますが、早めの手続をお勧めします。

▶ 申請期限 令和７年３月末日

▶ 申請窓口　子育て支援課（郵送受付も可能）

※詳しくは子育て支援課で配布の申請の手引きをご覧ください。

※申請の手引きや申請書類は市ホームページからもダウ

　ンロードできます。

申 問 子育て支援課　☎２１－１４２７

第２子以降３歳未満児の認可外保育施設利用料の助成事業

別府市にこにこ保育支援事業助成金別府市にこにこ保育支援事業助成金

　子育ての援助をしてくださる「まかせて会員」を募集

しています。養成講習会受講により会員登録できます。（受

講料は無料）

　援助の内容は、お子さんを公共施設や自宅で預かるこ

と、保育施設や習い事への送迎などです。地域の子育て

にご協力ください。

ファミリー・サポート・センター事業説明会

▶ 日時　５月 15 日（水）　10 時～ 11 時

▶ 場所　市役所３階　３Ｆー１会議室

第１回まかせて会員養成講習会

▶ 日時（３日間）

①５月 29 日（水）　９時 30 分～ 12 時

②６月７日（金）　13 時 30 分～ 17 時

③６月 20 日（木）　９時 20 分～ 12 時

▶ 場所　ほっぺパーク（荘園）

▶ 対象　市内在住の 20 歳以上の人

▶ 申込期限　５月 19 日（日）

※養成講習会受講には事前に事業の説明を受けてください。

申 問 別府市ファミリー・サポート・センター　

　　　 ☎２７－１１８９　

       ９時～17 時 30 分（月曜日、祝日の翌日休館）

子育て家庭を応援しませんか！子育て家庭を応援しませんか！

令和６年度も引き続き、保育所や幼稚園などの年少園

児から中学３年生（令和６年４月１日時点で満３歳～満

14 歳）までの子どもの給食費を負担している保護者に

対して、給食費負担軽減補助金を交付しています。

　補助金の手続は、施設や学校が保護者に代わって申請

し、保護者に給食費を請求する際に補助金額を差し引い

た額で請求します。

※施設や学校などが申請を行わない場合は個別の申請が 

　必要ですので下記へお問い合わせください。

問 市立校 教育政策課（学校給食センター）

    ☎２４－５５３１

    
私立校 教育政策課（財務係）  

    
☎２１－１５７２

    

保育所など 子育て支援課

　　 

    

☎２１－１４２７

令和６年度給食費の保護者負担軽減事業令和６年度給食費の保護者負担軽減事業
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浜
脇
高
層
店
舗
入
居
者
募
集

▼
申
込
受
付　

　

随
時
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

（
先
着
順
の
た
め
、
申
込
時
点

で
決
定
し
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。）

※
敷
金
は
月
額
家
賃
の
６
か
月
分
で
す
。

※
業
種
競
合
な
ど
の
承
認
審
査

　

が
あ
り
ま
す
。

※
ガ
ラ
ス
張
り
の
店
舗
で
す
が
、

　

事
前
に
内
見
さ
れ
る
場
合
は

　

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
(21)
２
２
０
０

物件 浜脇
高層店舗

場所 浜脇１丁目
８番５号

店舗
面積  51.26 ㎡

月額
家賃  58,640 円

に
つ
い
て
は
、
入
居
世
帯
の
人

数
が
６
人
以
上
で
あ
る
こ
と

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※ 
条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼  

単 

身
で
申
し
込
む
場
合

　

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

　

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥ 

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦ 

身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧ 

精
神
障
が
い
者

住宅名
募集
戸数 棟

階
数 入居基準

朝見再開発 １ A 1 単身者

宮園 １ A １

単身者

・家族

向原 １ B ２

上野口 １ C ３

亀川

１ A ７

１ Ｄ ５

１ D ８

西別府 １ B １

新別府 １ A ３

家族

石田 １ Ａ ４

荘園 １ Ａ １

西別府 １ Ａ ２

西別府（多家族） １ Ｂ ６

松原（特公賃） １ ー ３
　　　　

◆申込みには「マイナンバー」が必要です
市営住宅の申込みには、来た人の本人確認と、
申込する人（入居者全員分）のマイナンバー
の提示が必要となります。マイナンバーカー
ドか通知カードと本人確認書類を忘れずにお
持ちください。

　

（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
～
３
級
）

⑨
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手
帳

　

Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

※
西
別
府
住
宅（
高
齢
者
向
け
）

に
つ
い
て
は
、
別
府
市
に
引

き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有

す
る
こ
と
、
65
歳
以
上
か
ら

な
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

　

住
宅
（
１
戸
）

▼
申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅

の
申
込
資
格
③
④
に
加
え
次

の
条
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
。

Ⓐ
持
ち
家
が
な
い
こ
と

Ⓑ
控
除
後
の
月
額
所
得
が     　
　
　
　
　
　
　

　

15
万
８
千
円
以
上

　

25
万
９
千
円
以
下

🄫
入
居
日
時
点
の
年
齢
が
35
歳

以
下
の
人
か
ら
な
る
夫
婦
で

他
に
同
居
人
が
い
な
い
こ
と
、

ま
た
は
35
歳
以
下
の
単
身
者

▼
申
込
方
法

　

必
要
書
類
を
添
え
、
窓
口
ま

　

た
は
郵
送
で
申
込
み
を
。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間

申
込
期
間

　

５
月
１
日
㈬
～
13
日
㈪

抽
選
日

抽
選
日　

５
月
18
日
㈯

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

 

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

 　
　

 

☎
（21）
２
２
０
０

▼
申
込
上
の
注
意
事
項

・ 

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、
単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

・ 

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
、
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

 

・
市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

ま
せ
ん
。

・ 

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

・
西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族

用
）
に
つ
い
て
は
、
入
居
期

間
を
５
年
と
し
、
以
降
毎
年

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

・
子
育
て
世
帯
に
は
、
浴
室
給

湯
設
備
の
設
置
補
助
制
度
（
所

得
制
限
あ
り
）
が
あ
り
ま
す
。

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
→
市
営

住
宅
→
別
府
市
営
住
宅

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。

申
込
期
間
中
の
窓
口
開
設
時
間

申
込
期
間
中
の
窓
口
開
設
時
間

　

平
日　

８
時
30
分
～
19
時

※
17
時
以
降
の
場
合
は
、
当
日

17
時
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
一
般
公
営
住
宅
（
13
戸
）

▼ 

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全

て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　

（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

※
西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族
用
）単身者・家族

（高齢者向け）

若年夫婦・
若年単身者

市 か ら の お 知 ら せ

救
命
講
習
案
内

▼
コ
ー
ス　

上
級
救
命
講
習
・

　

団
体
用
（
20
人
）　

▼
日
時　

５
月
16
日
㈭ 

　
　
　
　

９
時
～
17
時　

▼
場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

※
下
記
コ
ー
ド
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
み
▼

申
問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　
　

☎
（25）
１
１
２
４
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人身取引 （性的サービスや労働の強要等） は、 重大な人権侵害

行為です。 あなたの周りで被害を受けている人はいませんか？

　人身取引とは、 女性やこどもをはじめとした、 社会的に弱い立場

に立つ人々に対して、 暴力や脅迫、 誘拐、 詐欺などの手段で支配

下に置いたり、 引き渡したりする犯罪行為です。

　令和４年 （２０２２年） 時点では、 日本における人身取引被害者

の約９５％が日本人、また、７０％以上が１８歳未満となっています。

　被害者の同意の有無、 また１８歳未満の児童の場合は暴力などの

手段の有無にかかわらず、 性的サービスや労働の強要などの行為

が行われた場合は、 人身取引に当てはまります。

　皆さんの周りで、 人身取引の被害者と思われる人の情報などを見聞きし

た時や、 気になったことがある時は、 下記の通報窓口に連絡しましょう。

通告・相談先　

警察署：緊急通報 ☎１１０（24 時間）

相談専用電話 ☎＃９１１０（平日９時～ 17 時 45 分）

匿名通報ダイヤル ☎０１２０－９２４－８３９（平日 10 時～ 17 時）

みんなの人権 110 番 ☎０５７０－００３－１１０（平日８時 30 分～ 17 時 15 分）

５月の無料人権相談　お気軽にご相談ください。

▶ 日時　８日（水）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

▶ 場所　市役所４階　４Ｆー１会議室（予約優先）

▶ 相談員　人権擁護委員　

問　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

人
権
に
関
す
る
各

種
講
座

◎
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

第
１
回

▼
日
時　

５
月
14
日
㈫　

10
時
～
12
時

▼
場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー　

　
　
　

（
石
垣
東
10
丁
目
）

▼
内
容　

万
華
鏡
づ
く
り

▼
講
師　

安
藤
俊
二
さ
ん

▼
費
用　

300
円

※
ハ
サ
ミ
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

第
２
回

▼
日
時　

６
月
４
日
㈫　

10
時
～
12
時

▼
場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー　

　
　
　

（
石
垣
東
10
丁
目
）

▼
内
容　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
伝
統

　
　
　
　

料
理
作
り

▼
講
師　

ビ
ロ
ボ
ド
ス
カ
・

　

ニ
ー
ナ
さ
ん
（
通
訳
あ
り
）

◎
身
近
な
人
権
講
座

▼
日
時　

５
月
23
日
㈭　

14
時
～
16
時

▼
場
所　

社
会
福
祉
会
館
（
上
田
の
湯
町
）

▼
テ
ー
マ　

障
が
い
の
あ
る
人
と
人
権

▼
演
題　

「
誰
か
ら
も
求
め
ら

れ
ず
と
も
自
分
の
た
め
に
生

き
る
の
だ
！
」

▼
講
師　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
詩
人
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
こ
ん
ぺ
い
と
う
企

画
理
事
長　

豆
塚
エ
リ
さ
ん　
　

申
問　

共
生
社
会
実
現
・
部
落

差
別
解
消
推
進
課　

　

☎
（21）
１
２
９
１

わたしたちのねがい

人
権
・
行
政
困
り

ご
と
相
談
所

▼
日
時　

６
月
３
日
㈪　

10
時
～
15
時

▼
場
所 

市
役
所
１
階　

  

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

▼
内
容　

差
別
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け

た
な
ど
の
人
権
問
題
・
行
政
の
手
続
、

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と

▼
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

　
　
　
　

行
政
相
談
委
員

問　

大
分
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
９
７（
５
３
２
）３
１
６
１

相
談
専
用
電
話

◎
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

◎
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

◎
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

▼
日
時　

５
月
23
日
㈭

　
　
　
　

16
時
～
18
時

▼
場
所　

光
の
園
子
ど
も
セ
ン
タ

ー
パ
ー
ネ
ム
内
（荘
園
８
組
）

※
１
人
30
分
程
度
。
要
予
約
。

　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
セ　

　

ン
タ
ー

（光
の
園
）

　

☎
０
８
０
（３
３
７
１
）０
８
７
４

人身取引は他人事ではありません

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
は

路
上
工
事
を
中
止
し
ま
す

　

大
分
県
路
上
工
事
縮
減
対
策

推
進
協
議
会
に
お
い
て
決
定
さ

れ
た
国
道
、
県
道
、
市
道
11
路

線
に
つ
い
て
、
工
事
に
よ
る
渋

滞
を
緩
和
す
る
た
め
、
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
の
路
上

工
事
を
中
止
し
ま
す
。

▼
中
止
期
間

　

４
月
26
日
㈮　

22
時
～

　

５
月
７
日
㈫　

９
時

 

問　

都
市
整
備
課　

☎
(21)
２
５
６
０

別
府
市
介
護
人
材
確
保

（
再
就
職
・
転
職
）
支
援
金

　

再
就
職
や
転
職
の
際
に
大
分

県
社
会
福
祉
協
議
会
の
貸
付
事

業
を
活
用
し
て
お
り
、
貸
付
金

が
返
還
免
除
と
な
る
ま
で
の
２

年
間
と
そ
の
後
の
１
年
間
を
市

内
の
介
護
事
業
所
で
就
労
し
た

人
を
対
象
に
、
３
年
間
の
就
労

継
続
が
確
認
で
き
た
時
点
で

10
万
円
の
支
援
金
を
給
付
す
る

合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
替
え
費
用
の
補
助

　

く
み
取
り
便
槽
、
既
存
の
単

独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理

浄
化
槽
に
設
置
替
え
す
る
人
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象　

公
共
下
水
道
事
業
計

画
認
可
区
域
以
外
の
区
域
に

あ
る
既
存
の
住
宅
で
、
設
置

替
え
を
行
う
人

※
新
築
、
販
売
・
賃
貸
を
目
的

制
度
で
す
。

▼
申
込
場
所　

市
役
所
１
階　

　

高
齢
者
福
祉
課

※
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
し

　

ま
す
。

申
問　

高
齢
者
福
祉
課 

　
　
　

☎
（21）
１
４
６
３

と
す
る
住
宅
は
対
象
外

▼
対
象
機
種　

環
境
配
慮
型
浄
化
槽

▼
補
助
限
度
額

　

５
人
槽　

53
万
２
千
円

　

７
人
槽　

61
万
４
千
円

　

10
人
槽　

74
万
８
千
円

　

既
存
槽
の
撤
去　

９
～
12
万
円

　

宅
内
配
管
工
事　

30
万
円

※
予
算
限
度
額
に
達
し
次
第
受

付
を
締
め
切
り
ま
す
。

※
工
事
着
工
後
の
申
請
は
受
付

で
き
ま
せ
ん
。

申

問　

上
下
水
道
局
下
水
道
課

　
　
　

☎
（21）
１
４
８
６


